
事業者 岬町 備考
建築課（窓口） 関係各課

※事前協議書を１部事業者に返却
※事業者から消防へ提出

※危機管理担当へ
意見を回答

※関係各課へ廻り協議

※諮問する必要がある場合

※変更が生じる場合は岬町建築課へご相談ください。

岬町宅地開発等指導要綱協議のフロー図
（開発・宅造・位置指定等に該当する場合は別フローとなります。）
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